
富田林税務署からのお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富田林税務署の確定申告会場は 

「すばるホール」です。 
 
開設期間  平成 22 年１月 25 日（月）～３月 15 日（月） 

※ 土・日・祝日を除く、ただし２月２１日（日）及び２月２８日（日）は開設します。 

 

開設時間 午前９時～午後５時 
 
 

所 在 地 富田林市桜ヶ丘町２番８号 
 
 
 
                                 交通：近鉄長野線 川西駅から徒歩８分 南海小金台二丁目バス停から徒歩８分 

                                   近鉄富田林駅前からレインボーバス すばるホールで下車 

お問い合わせ先  富田林税務署 TEL0721-24-3281（代表） 

※上記番号におかけいただくと自動音声によりご案内しております。アナウンスに従い操作してください。 

 なお、「すばるホール」会場では、電話によるお問い合わせはお受けしておりません。 

 

 

  

 

 確定申告

 
・ 開設期間中は、富田林税務署庁舎内には確定申告会場を設けておりません。作成済みの申告書等の受付、納税、 
納税証明書の発行及び用紙の交付のみを行います。 

  なお、上記開設期間以外（土・日・祝日等を除く）は、富田林税務署で相談を行います。 
・ 「すばるホール」会場では、納税及び納税証明書の発行は行っておりません。 
・ すばるホールの駐車場に限りがありますので、電車・バス等の公共の交通機関をご利用ください。 
・ 会場の受付は、混雑状況により早めに締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
・ 会場にお越しの際は、前年分の申告書の控え等をご持参ください。 
・ 確定申告書の記載内容等についての審査は、提出後に行うこととしております。計算誤りや添付されていない 
書類がある場合には、後日連絡いたします。 

 


